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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一の波長域の光を検出するとともに、隣接するセンサ素子が互いに異なる偏光方向の
光を検出する複数のセンサ素子からなる検出領域を、前記波長域ごとに複数備えた検出部
の出力に基づき、前記検出領域ごとに構成される画像から特徴点を検出する特徴点検出部
と、
　検査の対象となる検査対象物の表面における光の偏光状態を表す偏光パラメータを抽出
する偏光パラメータ抽出部と、
　前記偏光パラメータ抽出部により抽出された前記偏光パラメータをマッピングした画像
から偏光パラメータ特徴点を検出する偏光パラメータ特徴点検出部と、
　前記特徴点および前記偏光パラメータ特徴点に基づいて、前記検出領域ごとの画像をス
テッチし、前記検出部により取得可能な１枚分の画像よりも大きな画像を構築する画像処
理部と
　を備える信号処理装置。
【請求項２】
　前記偏光パラメータに基づいて、前記検査対象物の表面における鏡面反射成分を前記画
像から除去する鏡面反射成分除去部
　をさらに備える請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項３】
　前記センサ素子は、前記偏光方向の数に応じた個数のセットごとに隣接して配置され、



(2) JP 6697680 B2 2020.5.27

10

20

30

40

50

　前記偏光パラメータ抽出部は、１セットの前記センサ素子における前記偏光方向の違い
に応じた前記センサ素子の出力の差に基づいて、前記偏光パラメータを抽出する
　請求項２に記載の信号処理装置。
【請求項４】
　前記検出領域ごとに前記画像を分割する分割部
　をさらに備える請求項２または３に記載の信号処理装置。
【請求項５】
　前記偏光パラメータ抽出部により前記偏光パラメータが抽出された後に、前記分割部に
よる前記検出領域ごとの分割が行われる
　請求項４に記載の信号処理装置。
【請求項６】
　前記分割部により前記画像が前記検出領域ごとに分割された後に、前記偏光パラメータ
抽出部による前記偏光パラメータの抽出が行われる
　請求項４に記載の信号処理装置。
【請求項７】
　前記画像に対する解析を行う解析部と、
　前記偏光パラメータ抽出部により前記偏光パラメータが抽出された後に、前記分割部に
よる前記検出領域ごとの分割が行われる第１の処理、および、前記分割部により前記画像
が前記検出領域ごとに分割された後に、前記偏光パラメータ抽出部による前記偏光パラメ
ータの抽出が行われる第２の処理のいずれか一方を、前記解析部による解析結果に従って
選択する処理選択部
　をさらに備える請求項４に記載の信号処理装置。
【請求項８】
　前記解析部は、取得可能な１枚分の画像を構成する画素値のヒストグラムを求めて、前
記検出領域ごとに、特定の基準値よりも小さな前記画素値の個数を解析結果として求め、
　前記処理選択部は、
　　全ての前記検出領域において、特定の基準値よりも小さな前記画素値の個数が閾値以
上である場合、前記第１の処理を選択し、
　　いずれかの前記検出領域において、特定の基準値よりも小さな前記画素値の個数が閾
値未満である場合、前記第２の処理を選択する
　請求項７に記載の信号処理装置。
【請求項９】
　前記第１の処理では、前記偏光パラメータ抽出部により抽出された前記偏光パラメータ
に基づいて前記鏡面反射成分除去部により鏡面反射成分が除去された前記画像が、前記分
割部により分割される
　請求項７または８に記載の信号処理装置。
【請求項１０】
　前記第２の処理では、前記分割部により分割された前記画像から前記偏光パラメータ抽
出部により抽出された前記偏光パラメータに基づいて、前記分割部により分割された前記
画像ごとに前記鏡面反射成分除去部により鏡面反射成分が除去される
　請求項７または８に記載の信号処理装置。
【請求項１１】
　同一の波長域の光を検出するとともに、隣接するセンサ素子が互いに異なる偏光方向の
光を検出する複数のセンサ素子からなる検出領域を、前記波長域ごとに複数備えた検出部
の出力に基づき、前記検出領域ごとに構成される画像から特徴点を検出し、
　検査の対象となる検査対象物の表面における光の偏光状態を表す偏光パラメータを抽出
し、
　抽出された前記偏光パラメータをマッピングした画像から偏光パラメータ特徴点を検出
し、
　前記特徴点および前記偏光パラメータ特徴点に基づいて、前記検出領域ごとの画像をス
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テッチし、前記検出部により取得可能な１枚分の画像よりも大きな画像を構築する
　ステップを含む信号処理方法。
【請求項１２】
　同一の波長域の光を検出するとともに、隣接するセンサ素子が互いに異なる偏光方向の
光を検出する複数のセンサ素子からなる検出領域を、前記波長域ごとに複数備えた検出部
の出力に基づき、前記検出領域ごとに構成される画像から特徴点を検出し、
　検査の対象となる検査対象物の表面における光の偏光状態を表す偏光パラメータを抽出
し、
　抽出された前記偏光パラメータをマッピングした画像から偏光パラメータ特徴点を検出
し、
　前記特徴点および前記偏光パラメータ特徴点に基づいて、前記検出領域ごとの画像をス
テッチし、前記検出部により取得可能な１枚分の画像よりも大きな画像を構築する
　ステップを含む信号処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、信号処理装置、信号処理方法、およびプログラムに関し、特に、所望の検査
を良好に行うことができるようにした信号処理装置、信号処理方法、およびプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、植物の分布状況や活性度を示す指標として、正規化植生指数（NDVI：Normalized
 Difference Vegetation Index）が利用されている。
【０００３】
　例えば、リモートセンシングや精密農業の分野における用途では、近赤外光および赤色
光の成分で分光して検査対象物を撮像することにより取得された画像を用いて農作物の育
成状態を検査することが行われている。また、様々な偏光フィルタを画素ごとに配置した
偏光イメージャを利用することで、偏光方向に応じた特徴を有する画像を取得することが
できる。なお、偏光イメージャは、受光面内の画素を複数の偏光方向に分けて、偏光方向
ごとの画像を生成するため、解像度が低下（例えば、４つの偏光方向を用いた場合、解像
度が１／４に低下）することになる。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、偏光子（画素ごとの偏光フィルタ）がアレイ状に配置された
偏光子アレイを、アクチュエータによってピクセル単位でシフトさせて複数枚の画像を撮
像し、それらの画像を処理することで解像度を保持する撮像装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４９３２９７８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、一般的に、移動しながら連続的に撮像した複数枚の画像をステッチすること
により、広範囲の画像を高解像度で取得する手法（Image stitchingと称される）が知ら
れている。しかしながら、複数枚の画像をステッチして広範囲の画像を取得する手法と、
上述の特許文献１で開示されている撮像装置を使用して解像度の維持を図る手法とを両立
させることは困難であった。そこで、偏光イメージャを利用しても高解像度となるように
広範囲の画像を取得することで、例えば、正規化植生指数を利用した植生の検査を良好に
行えるようにすることが求められている。
【０００７】



(4) JP 6697680 B2 2020.5.27

10

20

30

40

50

　本開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、所望の検査を良好に行うこと
ができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の一側面の信号処理装置は、同一の波長域の光を検出するとともに、隣接するセ
ンサ素子が互いに異なる偏光方向の光を検出する複数のセンサ素子からなる検出領域を、
前記波長域ごとに複数備えた検出部の出力に基づき、前記検出領域ごとに構成される画像
から特徴点を検出する特徴点検出部と、検査の対象となる検査対象物の表面における光の
偏光状態を表す偏光パラメータを抽出する偏光パラメータ抽出部と、前記偏光パラメータ
抽出部により抽出された前記偏光パラメータをマッピングした画像から偏光パラメータ特
徴点を検出する偏光パラメータ特徴点検出部と、前記特徴点および前記偏光パラメータ特
徴点に基づいて、前記検出領域ごとの画像をステッチし、前記検出部により取得可能な１
枚分の画像よりも大きな画像を構築する画像処理部とを備える。
【０００９】
　本開示の一側面の信号処理方法およびプログラムは、同一の波長域の光を検出するとと
もに、隣接するセンサ素子が互いに異なる偏光方向の光を検出する複数のセンサ素子から
なる検出領域を、前記波長域ごとに複数備えた検出部の出力に基づき、前記検出領域ごと
に構成される画像から特徴点を検出し、検査の対象となる検査対象物の表面における光の
偏光状態を表す偏光パラメータを抽出し、抽出された前記偏光パラメータをマッピングし
た画像から偏光パラメータ特徴点を検出し、前記特徴点および前記偏光パラメータ特徴点
に基づいて、前記検出領域ごとの画像をステッチし、前記検出部により取得可能な１枚分
の画像よりも大きな画像を構築するステップを含む。
【００１０】
　本開示の一側面においては、同一の波長域の光を検出するとともに、隣接するセンサ素
子が互いに異なる偏光方向の光を検出する複数のセンサ素子からなる検出領域を、波長域
ごとに複数備えた検出部の出力に基づき、それらの検出領域ごとに構成される画像から特
徴点が検出され、検査の対象となる検査対象物の表面における光の偏光状態を表す偏光パ
ラメータが抽出され、抽出された偏光パラメータをマッピングした画像から偏光パラメー
タ特徴点が検出され、特徴点および偏光パラメータ特徴点に基づいて、検出領域ごとの画
像がステッチされて、検出部により取得可能な１枚分の画像よりも大きな画像が構築され
る。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示の一側面によれば、所望の検査を良好に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本技術を適用した植生検査装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図である
。
【図２】検出装置における画素の配置の一例を示す図である。
【図３】広範囲の出力画像を生成する処理を説明する図である。
【図４】第１の画像処理部の構成例を示すブロック図である。
【図５】第２の画像処理部の構成例を示すブロック図である。
【図６】広範囲かつ高解像度の画像を取得する処理について説明するフローチャートであ
る。
【図７】画素の最小検出領域の配置規則について説明する図である。
【図８】最小検出領域の他の配置規則に従った画素の配置例を示す図である。
【図９】検出装置の画素の配置の第１の変形例を示す図である。
【図１０】検出装置の画素の配置の第２の変形例を示す図である。
【図１１】検出装置の画素の配置の第３の変形例を示す図である。
【図１２】検出装置の画素の配置の第４の変形例を示す図である。
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【図１３】植生検査装置の利用例を説明する図である。
【図１４】植生検査装置の利用例を説明する図である。
【図１５】本技術を適用したコンピュータの一実施の形態の構成例を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本技術を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明
する。
【００１４】
　＜植生検査装置の実施の形態＞
【００１５】
　図１は、本技術を適用した植生検査装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図であ
る。
【００１６】
　図１に示すように、植生検査装置１１は、検出装置１２および信号処理装置１３を備え
て構成され、芝生や農作物などを検査対象物として、それらの植生の状態や活性度などの
育成状況を検査することに利用される。
【００１７】
　検出装置１２は、例えば、複数の画素（センサ素子）が行列状に受光面に配置されたイ
メージセンサであり、検査対象物の表面で反射された光の光量を画素ごとに検出すること
で、検査対象物の画像を取得することができる。また、検出装置１２は、それぞれの画素
により、特定の波長域および偏光方向の光が検出されるように構成される。例えば、検出
装置１２は、画素を構成するフォトダイオードが形成されるセンサ基板に対して、所定の
偏光方向の光を透過する偏光フィルタ、および、所定の波長域の光を透過する光学フィル
タが積層されて構成される。
【００１８】
　例えば、図２に示すように、検出装置１２では、異なる偏光方向の光を検出する画素が
隣接するように配置される。即ち、図２に示されている小さな正方形は画素を表しており
、それぞれの画素に付されている数字が偏光方向の角度を示している。図２に示す例では
、４５度ごとに偏光方向が設定されており、０度、４５度、９０度、および１３５度に偏
光方向が設定されている４つの画素が、行×列が２×２となるように隣接して配置されて
いる。そして、検出装置１２では、それらの４つの画素をセットとして、セットごとに配
置される。なお、検出装置１２は、４方向の偏光方向の光を検出するのに限定されること
はなく、少なくとも３方向の偏光方向の光が、隣接するように配置される３個の画素によ
り検出されるように構成されていればよい。
【００１９】
　また、例えば、検出装置１２では、同一の波長域の光を検出する画素が、それぞれの波
長域の検出領域ごとに一纏まりとなるように配置される。即ち、図２に示すように、検出
装置１２では、赤色の波長域の光を検出する画素が赤色の検出領域Ｒに配置され、緑色の
波長域の光を検出する画素が緑色の検出領域Ｇに配置され、青色の波長域の光を検出する
画素が青色の検出領域Ｂに配置され、近赤外の波長域の光を検出する画素が近赤外の検出
領域ＩＲに配置される。
【００２０】
　赤色の検出領域Ｒ、緑色の検出領域Ｇ、青色の検出領域Ｂ、および近赤外の検出領域Ｉ
Ｒは、列方向（図２の上下方向）に沿った細長い矩形形状に形成されており、それぞれ行
方向（図２の左右方向）に並ぶように配置される。このように、検出装置１２は、複数の
画素が配置される受光面が、赤色の検出領域Ｒ、緑色の検出領域Ｇ、青色の検出領域Ｂ、
および近赤外の検出領域ＩＲによって４分割されるように構成される。従って、検出装置
１２は、１回の露光で、赤色の検出領域Ｒ、緑色の検出領域Ｇ、青色の検出領域Ｂ、およ
び近赤外の検出領域ＩＲそれぞれにより、列方向に細長い矩形形状に分割された波長域ご
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との画像（以下適宜、分割画像と称する）を取得することができる。
【００２１】
　ここで、植生検査装置１１は、検査対象物に対して相対的に移動しながら、検出装置１
２において高速で連続的に複数枚の画像を取得することができ、それらの複数枚の画像が
、検査対象物の検査に用いられる。このとき、赤色の検出領域Ｒ、緑色の検出領域Ｇ、青
色の検出領域Ｂ、および近赤外の検出領域ＩＲそれぞれにより、検査対象物を順次走査す
ることができるように、図２の行方向を検出装置１２の移動方向とする。また、植生検査
装置１１は、検査対象物の検査を行う際に、例えば、赤色の検出領域Ｒ、緑色の検出領域
Ｇ、青色の検出領域Ｂ、および近赤外の検出領域ＩＲそれぞれにより連続して取得される
分割画像が、行方向に所定の幅以上で重なるような移動速度で移動を行う。
【００２２】
　このように、検出装置１２は、画素のセットごとに、４つの偏光方向の光を検出し、赤
色の検出領域Ｒ、緑色の検出領域Ｇ、青色の検出領域Ｂ、および近赤外の検出領域ＩＲご
とに、それぞれの波長域の分割画像を取得することができる。そして、検出装置１２は、
このような偏光方向および波長域の光の光量に応じた画素値により構成される画像のデー
タを、入力画像データとして信号処理装置１３に入力する。
【００２３】
　信号処理装置１３は、図１に示すように、画像データ解析部２１、画像処理選択部２２
、第１の画像処理部２３ａ、第２の画像処理部２３ｂ、およびステッチ処理部２４を備え
て構成される。
【００２４】
　画像データ解析部２１は、検出装置１２から入力される入力画像データに対する解析を
行い、その解析結果を画像処理選択部２２に供給する。例えば、画像データ解析部２１は
、検出装置１２により取得可能な１枚分の画像の入力画像データにおける画素値のヒスト
グラムを求め、波長域の検出領域ごとに、特定の基準値よりも小さな画素値であった画素
の個数を求めて、解析結果とすることができる。
【００２５】
　例えば、特殊な被写体に対する検査や特殊な光源の下で検査が行われる場合、特定の波
長域の検出領域でのみ画像が現れたり、特定の波長域の検出領域でのみ画像が現れなかっ
たりすることがある。従って、画像データ解析部２１が入力画像データを解析した結果、
いずれかの波長域の検出領域で、特定の基準値よりも小さな画素値であった画素の個数が
閾値未満である場合、その波長域の検出領域には画像が現れていないと判断することがで
きる。
【００２６】
　画像処理選択部２２は、画像データ解析部２１から供給される解析結果に従って、第１
の画像処理部２３ａによる画像処理と、第２の画像処理部２３ｂによる画像処理とのいず
れか一方を選択して、検出装置１２から入力される入力画像データを供給する。例えば、
画像処理選択部２２は、全ての波長域の検出領域で画像が現れている場合、第１の画像処
理部２３ａによる画像処理を選択し、いずれかの波長域の検出領域で画像が現れていない
場合、第２の画像処理部２３ｂによる画像処理を選択する。
【００２７】
　即ち、画像処理選択部２２は、入力画像データの解析結果が、全ての波長域の検出領域
で特定の基準値よりも小さな画素値であった画素の個数が閾値以上であることを示してい
る場合、第１の画像処理部２３ａに入力画像データを供給する。一方、画像処理選択部２
２は、入力画像データの解析結果が、いずれかの波長域の検出領域において特定の基準値
よりも小さな画素値であった画素の個数が閾値未満であることを示している場合、第２の
画像処理部２３ｂに入力画像データを供給する。
【００２８】
　第１の画像処理部２３ａおよび第２の画像処理部２３ｂは、それぞれ図４および図５を
参照して後述するように、入力画像データに対する画像処理を行う。そして、第１の画像
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処理部２３ａおよび第２の画像処理部２３ｂは、波長域ごとに入力画像データを分割した
分割画像データと、検出装置１２により取得された画像上の特徴点の座標を示す座標デー
タとをステッチ処理部２４に供給する。
【００２９】
　ステッチ処理部２４には、検出装置１２から信号処理装置１３に１枚分の画像の入力画
像データが供給されるたびに順次、第１の画像処理部２３ａおよび第２の画像処理部２３
ｂのいずれか一方から、分割画像データおよび座標データが供給される。そして、ステッ
チ処理部２４は、連続して供給される分割画像を波長域ごとにステッチして、それぞれの
波長域の画素値で表される出力画像を生成する。即ち、ステッチ処理部２４は、画像上の
特徴点の座標を示す座標データに基づいて、隣り合う分割画像どうしで共通する箇所を写
している部分が重畳するように合成することで、検出装置１２における１回の露光で撮像
可能な画像よりも大きな画像を生成する。
【００３０】
　具体的には、ステッチ処理部２４は、分割画像どうしで対応する特徴点を推定して、互
いの特徴点が重なるように分割画像を移動または変形させる画像処理を施し、特徴点どう
しを一致させた分割画像の重畳する部分の画素値をブレンドする画像処理を施す。
【００３１】
　これにより、ステッチ処理部２４は、例えば、検出装置１２により連続的に検査対象物
の画像が取得され、検査対象物について検査の対象とする全領域の画像の取得が終了する
と、検査対象物が広範囲かつ高解像度で写された１枚の出力画像を生成することができる
。そして、ステッチ処理部２４は、その広範囲かつ高解像度の出力画像（検出装置１２に
より取得される１枚分の画像よりも広い範囲が写された画像）を構成するデータを、出力
画像データとして出力する。
【００３２】
　ここで、図３を参照して、信号処理装置１３において生成される広範囲かつ高解像度の
出力画像について説明する。
【００３３】
　例えば、図３の左端には、検出装置１２により連続的に取得される複数枚（図３の例で
は４枚）の画像が、上から下に向かう順で示されている。例えば、１枚目の画像は、赤色
の検出領域Ｒに対応する分割画像Ｒ１、緑色の検出領域Ｇに対応する分割画像Ｇ１、青色
の検出領域Ｂに対応する分割画像Ｂ１、および近赤外の検出領域ＩＲに対応する分割画像
ＩＲ１により構成されている。また、２～４枚目の画像も、１枚目の画像と同様に構成さ
れている。なお、これらの４枚の画像以降にも、図２の移動方向に沿って移動しながら順
次、検出装置１２により連続的に複数枚の画像が取得され、信号処理装置１３に供給され
る。
【００３４】
　そして、信号処理装置１３では、検出装置１２から供給される画像が分割画像に分割さ
れ、同一の波長域の分割画像どうしが順次、ステッチ処理部２４においてステッチされる
。例えば、１枚目の画像から分割された赤色の分割画像Ｒ１、２枚目の画像から分割され
た赤色の分割画像Ｒ２、３枚目の画像から分割された赤色の分割画像Ｒ３、および４枚目
の画像から分割された赤色の分割画像Ｒ４が順次、ステッチ処理部２４においてステッチ
される。以下、同様に、図２の移動方向に沿って移動しながら順次、検出装置１２から供
給される４枚目以降の画像から分割された赤色の分割画像が、ステッチ処理部２４におい
てステッチされる。なお、他の波長域の分割画像も、それぞれの波長域ごとに、ステッチ
処理部２４においてステッチされる。
【００３５】
　これにより、信号処理装置１３は、赤色の分割画像がステッチされた広範囲かつ高解像
度の出力画像Ｒ、緑色の分割画像がステッチされた広範囲かつ高解像度の出力画像Ｇ、青
色の分割画像がステッチされた広範囲かつ高解像度の出力画像Ｂ、近赤外の分割画像がス
テッチされた広範囲かつ高解像度の出力画像ＩＲを取得することができる。そして、信号
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処理装置１３は、例えば、出力画像Ｒ、出力画像Ｇ、出力画像Ｂ、および出力画像ＩＲを
構成する出力画像データを、図３の右端に示すように、１つに纏めた形式の出力画像デー
タ（カラー画像データ＋近赤外画像データ）として出力してもよい。
【００３６】
　このように植生検査装置１１は構成されており、所定の波長域ごとに広範囲かつ高解像
度の出力画像を取得することができる。そして、例えば、赤色の出力画像Ｒおよび近赤外
の出力画像ＩＲから求められ正規化植生指数NDVIを用いた植生の検査を、例えば、畑など
の広い範囲について高精細に行うことができる。
【００３７】
　次に、図４は、図１の第１の画像処理部２３ａの構成例を示すブロック図である。
【００３８】
　図４に示すように、第１の画像処理部２３ａは、偏光パラメータ抽出部３１ａ、鏡面反
射成分除去部３２ａ、画像分割部３３ａ、第１の特徴点検出部３４ａ、および、第２の特
徴点検出部３５ａを備えて構成される。
【００３９】
　偏光パラメータ抽出部３１ａは、検出装置１２から供給される入力画像データに基づい
て、検査対象物の表面における光の偏光状態を表す偏光パラメータを抽出して、鏡面反射
成分除去部３２ａおよび第２の特徴点検出部３５ａに供給する。例えば、偏光パラメータ
には、検査対象物の表面で光が反射する際の偏光の程度を示す偏光度や、検査対象物の表
面の法線が検出装置１２に対して成す角度を示す法線ベクトルなどが含まれる。図２を参
照して上述したように、検出装置１２は、隣接する４つの画素により４５度ごとの偏光方
向の光を検出している。従って、偏光パラメータ抽出部３１ａは、これらの４つの画素の
画素値から得られる偏光情報（それぞれの画素における偏光方向の違いに応じた画素値の
差）に基づいて、それらの４つの画素により検出される検査対象物の表面での偏光パラメ
ータを抽出することができる。
【００４０】
　鏡面反射成分除去部３２ａは、偏光パラメータ抽出部３１ａから供給される偏光パラメ
ータに基づいて、検出装置１２から供給される入力画像データから、検査対象物の表面で
光が鏡面反射する成分である鏡面反射成分を除去する。例えば、一般的に、検査対象物の
表面で反射する光は、偏光している鏡面反射成分と無偏光の拡散反射成分とを含んでいる
。
【００４１】
　そこで、鏡面反射成分除去部３２ａは、拡散反射成分と鏡面反射成分とは統計的に独立
しているという仮定に基づき、例えば、ＩＣＡ（Independent Component Analysis）とい
う手法によって鏡面反射成分を除去することができる。そして、鏡面反射成分除去部３２
ａは、検出装置１２により取得された画像から、鏡面反射成分の影響を排除した画像を取
得し、その画像データを画像分割部３３ａに供給する。
【００４２】
　画像分割部３３ａは、鏡面反射成分除去部３２ａから供給される画像データを、検出装
置１２により検出される波長域の検出領域に従って分割し、それぞれの波長域ごとの分割
画像データを、第１の特徴点検出部３４ａおよびステッチ処理部２４（図１）に供給する
。
【００４３】
　第１の特徴点検出部３４ａは、分割画像データに基づく画像に写されている被写体にお
いて特徴的な箇所を示す特徴点を検出し、その特徴点の座標を示す座標データをステッチ
処理部２４に供給する。例えば、特徴点としては、画像上において輝度や色の変化が大き
な箇所のエッジなどを用いることができる。
【００４４】
　第２の特徴点検出部３５ａは、偏光パラメータ抽出部３１ａから供給される偏光パラメ
ータをマッピングした画像に写されている被写体において特徴的な箇所を示す特徴点を検
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出し、その特徴点の座標を示す座標データをステッチ処理部２４に供給する。
【００４５】
　このように第１の画像処理部２３ａは構成されており、鏡面反射成分が除去されて波長
域ごとに分割された分割画像データ、波長域ごとの分割画像から求められる特徴点の座標
を示す座標データ、および、偏光パラメータに基づいて求められる画像上の特徴点の座標
を示す座標データを、ステッチ処理部２４に供給することができる。
【００４６】
　次に、図５は、図１の第２の画像処理部２３ｂの構成例を示すブロック図である。
【００４７】
　図５に示すように、第２の画像処理部２３ｂは、図２の第１の画像処理部２３ａと同様
に、偏光パラメータ抽出部３１ｂ、鏡面反射成分除去部３２ｂ、画像分割部３３ｂ、第１
の特徴点検出部３４ｂ、および、第２の特徴点検出部３５ｂを備えて構成される。但し、
第２の画像処理部２３ｂは、図２の第１の画像処理部２３ａとは、処理を行う順番が異な
るような構成となっている。
【００４８】
　図示するように、第２の画像処理部２３ｂでは、検出装置１２から画像分割部３３ｂに
入力画像データが供給され、画像分割部３３ｂは、その画像データを、検出装置１２にお
ける波長域の検出領域に従って分割する。そして、画像分割部３３ｂは、それぞれの波長
域ごとの分割画像データを、偏光パラメータ抽出部３１ｂおよび鏡面反射成分除去部３２
ｂに供給する。従って、第２の画像処理部２３ｂでは、偏光パラメータ抽出部３１ｂは、
波長域ごとに分割された分割画像データから偏光パラメータを抽出し、鏡面反射成分除去
部３２ｂは、波長域ごとに分割された分割画像データから鏡面反射成分を除去する。その
後、第１の特徴点検出部３４ｂおよび第２の特徴点検出部３５ｂは、それぞれ上述したよ
うな特徴点を抽出し、それらの特徴点の座標を示す座標データをステッチ処理部２４に供
給する。
【００４９】
　このように構成される第２の画像処理部２３ｂは、波長域ごとに分割されて鏡面反射成
分が除去された分割画像データ、波長域ごとの分割画像から求められる特徴点の座標を示
す座標データ、および、偏光パラメータに基づいて求められる画像上の特徴点の座標を示
す座標データを、ステッチ処理部２４に供給することができる。
【００５０】
　従って、信号処理装置１３では、ステッチ処理部２４は、波長域ごとの分割画像から求
められる特徴点の座標を示す座標データ、および、偏光パラメータに基づいて求められる
画像上の特徴点の座標を示す座標データに基づいて、分割画像のステッチを行うことがで
きる。このように、ステッチ処理部２４は、より多くの特徴点を用いることで、ステッチ
の精度を向上させることができる。
【００５１】
　また、一般的に、偏光パラメータは物体の色に依存しないため、ステッチ処理部２４は
、色フィルタの影響を受けることなく、検出装置１２の全体のサイズの中で偏光パラメー
タに基づく特徴点を位置合わせに使用することができる。これにより、ステッチ処理部２
４は、より高精度なステッチが可能となる。
【００５２】
　＜信号処理について＞
【００５３】
　図６は、植生検査装置１１が広範囲かつ高解像度の画像を取得する処理について説明す
るフローチャートである。
【００５４】
　例えば、検査対象物の検査を行う開始地点に植生検査装置１１が到着すると処理が開始
され、植生検査装置１１は、図２に示したような移動方向で移動を行う。そして、ステッ
プＳ１１において、検出装置１２は、１回の露光で撮像される１枚分の画像を取得し、そ
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の画像の入力画像データを信号処理装置１３に供給する。
【００５５】
　ステップＳ１２において、信号処理装置１３の画像データ解析部２１は、ステップＳ１
１で検出装置１２から供給される入力画像に対する解析を行い、その解析結果を画像処理
選択部２２に供給する。
【００５６】
　ステップＳ１３において、画像処理選択部２２は、ステップＳ１２で画像データ解析部
２１から供給される解析結果に従って、入力画像に対する画像処理として、第１の画像処
理部２３ａによる画像処理、および、第２の画像処理部２３ｂによる画像処理のどちらを
行うかを判定する。
【００５７】
　ステップＳ１３において、画像処理選択部２２が、入力画像に対して第１の画像処理部
２３ａによる画像処理を行うと判定した場合、画像処理選択部２２は入力画像を第１の画
像処理部２３ａに供給して、処理はステップＳ１４に進む。
【００５８】
　ステップＳ１４において、第１の画像処理部２３ａの偏光パラメータ抽出部３１ａは、
検出装置１２により取得された画像において隣接する偏光方向の異なる４つの画素の画素
値に基づいて、偏光パラメータを抽出する。
【００５９】
　ステップＳ１５において、鏡面反射成分除去部３２ａは、ステップＳ１４で偏光パラメ
ータ抽出部３１ａにより抽出された偏光パラメータに基づいて、検出装置１２により取得
された画像から鏡面反射成分を除去する。
【００６０】
　ステップＳ１６において、画像分割部３３ａは、ステップＳ１５で鏡面反射成分除去部
３２ａにより鏡面反射成分が除去された画像を、検出装置１２により検出される波長域ご
とに分割する。そして、画像分割部３３ａは、それぞれの波長域ごとの分割画像を第１の
特徴点検出部３４ａおよびステッチ処理部２４に供給する。
【００６１】
　ステップＳ１７において、第１の特徴点検出部３４ａは、ステップＳ１６で画像分割部
３３ａから供給される分割画像に写されている被写体において特徴的な箇所を示す特徴点
を検出する。そして、第１の特徴点検出部３４ａは、それぞれの分割画像から検出された
特徴点の座標を示す座標データをステッチ処理部２４に供給する。
【００６２】
　ステップＳ１８において、第２の特徴点検出部３５ａは、偏光パラメータ抽出部３１ａ
から供給される偏光パラメータに基づいて、偏光パラメータをマッピングした画像に写さ
れている被写体において特徴的な箇所を示す特徴点を検出する。そして、第２の特徴点検
出部３５ａは、検出装置１２により取得された画像の全体について、偏光パラメータに基
づいて検出された特徴点の座標を示す座標データをステッチ処理部２４に供給する。
【００６３】
　ステップＳ１９において、ステッチ処理部２４は、ステップＳ１６で画像分割部３３ａ
から供給される分割画像を、ステップＳ１７およびＳ１８において供給される座標データ
により示される特徴点に基づいてステッチする。
【００６４】
　一方、ステップＳ１３において、画像処理選択部２２が、入力画像に対して第２の画像
処理部２３ｂによる画像処理を行うと判定した場合、画像処理選択部２２は入力画像を第
２の画像処理部２３ｂに供給して、処理はステップＳ２０に進む。
【００６５】
　ステップＳ２０において、第２の画像処理部２３ｂの画像分割部３３ｂは、検出装置１
２により取得された画像を、検出装置１２により検出される波長域ごとに分割する。そし
て、画像分割部３３ｂは、それぞれの波長域ごとの分割画像を偏光パラメータ抽出部３１
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ｂおよび鏡面反射成分除去部３２ｂに供給する。
【００６６】
　ステップＳ２１において、偏光パラメータ抽出部３１ｂは、画像分割部３３ｂにより分
割された分割画像ごとに、隣接する偏光方向の異なる４つの画素の画素値に基づいて、偏
光パラメータを抽出する。
【００６７】
　ステップＳ２２において、鏡面反射成分除去部３２ｂは、ステップＳ２１で偏光パラメ
ータ抽出部３１ｂにより抽出された偏光パラメータに基づいて、画像分割部３３ｂにより
分割された分割画像それぞれから鏡面反射成分を除去する。そして、鏡面反射成分除去部
３２ｂは、鏡面反射成分を除去した分割画像を第１の特徴点検出部３４ｂおよびステッチ
処理部２４に供給する。
【００６８】
　ステップＳ２３において、第１の特徴点検出部３４ｂは、ステップＳ２２で鏡面反射成
分除去部３２ｂから供給される分割画像に写されている被写体において特徴的な箇所を示
す特徴点を検出する。そして、第１の特徴点検出部３４ｂは、それぞれの分割画像から検
出された特徴点の座標を示す座標データをステッチ処理部２４に供給する。
【００６９】
　ステップＳ２４において、第２の特徴点検出部３５ｂは、偏光パラメータ抽出部３１ｂ
から供給される偏光パラメータに基づいて、偏光パラメータをマッピングした画像に写さ
れている被写体において特徴的な箇所を示す特徴点を検出する。そして、第２の特徴点検
出部３５ｂは、検出装置１２により取得された画像の全体について、偏光パラメータに基
づいて検出された特徴点の座標を示す座標データをステッチ処理部２４に供給する。
【００７０】
　そして、処理はステップＳ１９に進み、この場合、ステッチ処理部２４は、ステップＳ
２０で画像分割部３３ａから供給される分割画像を、ステップＳ２３およびＳ２４におい
て供給される座標データにより示される特徴点に基づいてステッチする。
【００７１】
　ステップＳ１９の処理後、処理はステップＳ２５に進み、検出装置１２は、検査対象物
の全範囲に亘って、必要な画像を取得したか否かを判定する。例えば、検出装置１２は、
検査対象物の検査を行う開始地点から処理が行われ、植生検査装置１１が終了地点まで到
達したときに、必要な画像を取得したと判定することができる。
【００７２】
　ステップＳ２５において、検出装置１２が、必要な画像を取得していないと判定した場
合、即ち、植生検査装置１１が終了地点まで到達していない場合、処理はステップＳ１１
に戻り、以下、同様の処理が繰り返して行われる。
【００７３】
　一方、ステップＳ２５において、検出装置１２が、必要な画像を取得したと判定した場
合、即ち、植生検査装置１１が終了地点に到達した場合、処理はステップＳ２６に進む。
【００７４】
　この場合、ステッチ処理部２４により、検査対象物の全範囲に亘って、広範囲かつ高解
像度な画像が生成されており、ステップＳ２６において、信号処理装置１３は、ステッチ
処理部２４により生成された画像を出力画像として出力した後、処理は終了される。
【００７５】
　以上のように、植生検査装置１１は、検査対象物の全範囲を、検出装置１２により検出
可能な波長域ごとに、広範囲かつ高解像度で写した画像を取得することができる。
【００７６】
　＜検出装置における画素の配置について＞
【００７７】
　検出装置１２における画素の配置について、上述した図２に示した配置例は、説明を分
かり易くするために模式的に表したものであって、検出装置１２では、実際には、数百万
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個または数千万個の微細な画素が受光面に配置されている。そして、検出装置１２では、
それらの画素が、図２に示したように、波長域ごとの検出領域によって受光面を４分割す
るように配置されている。また、検出装置１２における画素の配置は、図２に示す例に限
定されることなない。
【００７８】
　図７乃至図１２を参照して、検出装置１２における画素の配置について説明する。
【００７９】
　図７は、検出装置１２における画素の最小検出領域の配置規則について説明する図であ
る。
【００８０】
　図７に示すように、検出装置１２では、行方向に４個かつ列方向に４個で配置される１
６個の画素が、同一の波長域の光を検出するものとして一纏まりに配置された最小検出領
域を構成する。また、上述したように、検出装置１２では、４５度ごとに偏光方向が設定
される４つの画素が、２×２となるように隣接して配置されており、この４つの画素のセ
ットが２×２となるように配置される１６個の画素により最小検出領域が構成される。
【００８１】
　そして、検出装置１２は、赤色の最小検出領域Ｒ、緑色の最小検出領域Ｇ、青色の最小
検出領域Ｂ、および近赤外の最小検出領域ＩＲが、検出装置１２が検査対象物に対して相
対的に移動する方向である移動方向（図７の行方向）に沿って配置される。即ち、赤色の
最小検出領域Ｒ、緑色の最小検出領域Ｇ、青色の最小検出領域Ｂ、および近赤外の最小検
出領域ＩＲは、検出装置１２の移動方向に沿って見たときに、それぞれが必ず配置される
ような配置規則となっている。これにより、検出装置１２は、例えば、検査対象物に対し
て１ラインの走査を行ったときに、全ての波長域において、その１ラインについて検査対
象物の分割画像を取得することができる。
【００８２】
　また、検出装置１２では、偏光フィルタのパターン周期（２×２）に対して行方向およ
び列方向に２倍となる大きさの最小検出領域が設定されている。このように最小検出領域
を設定して、検出装置１２は、検査対象物に対して相対的に移動しながら、例えば、少な
くとも２画素の幅で重なり合うように連続的に画像を取得する。これにより、信号処理装
置１３は、ステッチ処理部２４により分割画像をステッチすることができ、検出装置１２
において検出可能な全ての波長域それぞれについて、広範囲かつ高解像度の出力画像を出
力することができる。
【００８３】
　図８は、最小検出領域の他の配置規則に従った画素の配置例を示す図である。
【００８４】
　図８に示すように、検出装置１２では、赤色の最小検出領域Ｒ、緑色の最小検出領域Ｇ
、青色の最小検出領域Ｂ、および近赤外の最小検出領域ＩＲを、行×列が２×２となる配
置規則に従って配置することができる。
【００８５】
　このように最小検出領域が配置される検出装置１２を採用して、それぞれの最小検出領
域が検査対象物を順次走査するように植生検査装置１１を移動することで、検出装置１２
において検出可能な全ての波長域それぞれについて、広範囲かつ高解像度の出力画像を出
力することができる。
【００８６】
　図９は、画素の配置の第１の変形例を示す図である。
【００８７】
　図９に示すように、検出装置１２では、赤色の検出領域Ｒ、緑色の検出領域Ｇ、青色の
検出領域Ｂ、および近赤外の検出領域ＩＲが、図２に示した画素の配置と比較して列方向
に長い矩形となるように画素が配置されている。
【００８８】



(13) JP 6697680 B2 2020.5.27

10

20

30

40

50

　図１０は、画素の配置の第２の変形例を示す図である。
【００８９】
　図１０に示すように、検出装置１２では、行方向および列方向に沿って見たときに、赤
色の検出領域Ｒ、緑色の検出領域Ｇ、青色の検出領域Ｂ、および近赤外の検出領域ＩＲそ
れぞれが必ず配置される配置規則となるように、画素が配置されている。即ち、図１０に
示す画素の配置例では、行×列が４×４となるように配置される１６カ所の検出領域につ
いて、行方向および列方向に沿って見たときに、全ての波長域の検出領域が配置されてい
る。
【００９０】
　なお、図１０に示す画素の配置例は、それぞれの波長域の検出領域の並べ方を模式的に
表したものであり、１つの検出領域が、図７を参照して説明した最小検出領域となってい
るが、それぞれの検出領域を、より大きなサイズとしてもよい。例えば、検出装置１２の
受光面の全体を１６カ所の検出領域に分割してもよい。または、より多くの画素が配置さ
れた検出領域が、図１０に示すようなパターンで繰り返して配置されるようにすることが
できる。
【００９１】
　図１１は、画素の配置の第３の変形例を示す図である。
【００９２】
　図１１に示すように、検出装置１２は、赤色の検出領域Ｒ、緑色の検出領域Ｇ、青色の
検出領域Ｂ、および近赤外の検出領域ＩＲの他に、例えば、無偏光かつ全波長域の光を検
出する画素による検出領域を配置することができる。即ち、検出装置１２は、偏光フィル
タおよびカラーフィルタが設けられない検出領域を備えてもよい。この検出領域に配置さ
れる画素の画素値に基づいて、信号処理装置１３は、あらゆる偏光方向の光による白色（
モノクロ）の画像を取得することができる。
【００９３】
　図１２は、画素の配置の第４の変形例を示す図である。
【００９４】
　図１２に示すように、検出装置１２は、赤色の検出領域Ｒ、緑色の検出領域Ｇ、青色の
検出領域Ｂ、および近赤外の検出領域ＩＲの他に、例えば、無偏光かつ３原色の光を検出
する画素による検出領域を配置することができる。即ち、検出装置１２は、偏光フィルタ
が設けられず、かつ、画素ごとに３原色のベイヤ配列のカラーフィルタが設けられた検出
領域を備えてもよい。この検出領域に配置される画素の画素値に基づいて、信号処理装置
１３は、あらゆる偏光方向の光によるカラー画像を取得することができる。
【００９５】
　＜植生検査装置の利用例について＞
【００９６】
　図１３および図１４に示すように、例えば、無人航空機（UAV：Unmanned Aerial Vehic
le）５１に植生検査装置１１を搭載して、無人航空機５１によって移動しながら検査対象
物に対する検査を行うことができる。
【００９７】
　図１３には、検出装置１２を下方向に向けて植生検査装置１１を無人航空機５１に固定
し、例えば、上空から真下にある畑の作物を平面的に広範囲に写した出力画像を取得する
利用例が示されている。図１４には、検出装置１２を横方向に向けて植生検査装置１１を
無人航空機５１に固定し、例えば、作物の高さなどの育成状態を、あぜ道などを移動しつ
つ広範囲に写した出力画像を取得する利用例が示されている。
【００９８】
　なお、図１３および図１４において、実線の矩形は、検出装置１２により１回の露光で
取得される複数枚の画像を表しており、破線の矩形は、それらの画像をステッチして生成
される出力画像を表している。また、白抜きの矢印は、無人航空機５１の移動経路を示し
ている。
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【００９９】
　このように、植生検査装置１１を搭載した無人航空機５１を移動させながら連続的に複
数枚の画像を取得することで、植生検査装置１１は、検査対象物が広範囲かつ高解像度で
写された１枚の出力画像を取得することができる。従って、この出力画像を用いて、畑な
どの広い範囲における作物の植生を詳細に検査することができる。
【０１００】
　また、植生検査装置１１が、無人航空機５１が備えるセンサの情報を取得することがで
きる場合、無人航空機５１の位置および姿勢の情報にも基づいてステッチ処理部２４によ
るステッチを行うことで、高精度にステッチされた出力画像を得ることができる。
【０１０１】
　なお、植生検査装置１１では、検出装置１２のサイズや、植生検査装置１１を移動させ
る速度などに応じて、それぞれの波長域の検出領域のサイズを適切に選択することができ
る。また、植生検査装置１１では、検出装置１２により検出する波長域の数（即ち、色フ
ィルタの色数）は、植生検査装置１１による検査の用途に応じて、必要な数の波長域を適
切に選択することができる。
【０１０２】
　例えば、図１３および図１４を参照して上述したように、無人航空機５１を利用して広
い畑の全体を検査する用途では、無人航空機５１の移動の量や方向にある程度のブレが発
生することが想定される。そのため、分割画像を確実にステッチするためには、検出領域
それぞれのサイズを大きくする（より多くの画素を含む）ようにすることが好ましい。一
方、例えば、小さな精密部品の小さな傷を発見する用途などのように、植生検査装置１１
を高精細に微小に移動させて検査を行う用途では、検出領域のサイズを小さくしてもよい
。
【０１０３】
　さらに、本技術は、植生検査装置１１のような装置単体で構成する他、例えば、ネット
ワークを介して接続される植生検査システムに適用することができる。例えば、ネットワ
ークを介して検出装置１２および信号処理装置１３を接続し、信号処理装置１３から出力
される出力画像を、ネットワークを介して、表示装置や解析装置など送信するように構成
することができる。これにより、遠隔地にある多くの畑などを検査対象物として、どこで
も検査をおこなうことができる。
【０１０４】
　なお、上述のフローチャートを参照して説明した各処理は、必ずしもフローチャートと
して記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいは個別に実行さ
れる処理（例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理）も含むものである。また
、プログラムは、１のCPUにより処理されるものであっても良いし、複数のCPUによって分
散処理されるものであっても良い。また、本明細書において、システムとは、複数の装置
により構成される装置全体を表すものである。
【０１０５】
　また、上述した一連の処理（信号処理方法）は、ハードウエアにより実行することもで
きるし、ソフトウエアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実
行する場合には、そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み
込まれているコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種
の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラ
ムが記録されたプログラム記録媒体からインストールされる。
【０１０６】
　図１５は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエ
アの構成例を示すブロック図である。
【０１０７】
　コンピュータにおいて、CPU（Central Processing Unit）１０１，ROM（Read Only Mem
ory）１０２，RAM（Random Access Memory）１０３は、バス１０４により相互に接続され
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ている。
【０１０８】
　バス１０４には、さらに、入出力インタフェース１０５が接続されている。入出力イン
タフェース１０５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる入力部１０６、
ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部１０７、ハードディスクや不揮発性のメモリ
などよりなる記憶部１０８、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部１０９、磁
気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメデ
ィア１１１を駆動するドライブ１１０が接続されている。
【０１０９】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU１０１が、例えば、記憶部１０８に記
憶されているプログラムを、入出力インタフェース１０５及びバス１０４を介して、RAM
１０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０１１０】
　コンピュータ（CPU１０１）が実行するプログラムは、例えば、磁気ディスク（フレキ
シブルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(Di
gital Versatile Disc)等）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりなるパッ
ケージメディアであるリムーバブルメディア１１１に記録して、あるいは、ローカルエリ
アネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒
体を介して提供される。
【０１１１】
　そして、プログラムは、リムーバブルメディア１１１をドライブ１１０に装着すること
により、入出力インタフェース１０５を介して、記憶部１０８にインストールすることが
できる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部１０９で受信
し、記憶部１０８にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM１０２
や記憶部１０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１１２】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　同一の波長域の光を検出するとともに、隣接するセンサ素子が互いに異なる偏光方向の
光を検出する複数のセンサ素子からなる検出領域を、前記波長域ごとに複数備えた検出部
の出力に基づき、前記検出領域ごとに構成される画像から特徴点を検出する特徴点検出部
と、
　検出された前記特徴点に基づいて、前記検出領域ごとの画像をステッチし、前記検出部
により取得可能な１枚分の画像よりも大きな画像を構築する画像処理部と
　を備える信号処理装置。
（２）
　検査の対象となる検査対象物の表面における光の偏光状態を表す偏光パラメータを抽出
する偏光パラメータ抽出部と、
　前記偏光パラメータに基づいて、前記検査対象物の表面における鏡面反射成分を前記画
像から除去する鏡面反射成分除去部と
　をさらに備える上記（１）に記載の信号処理装置。
（３）
　前記センサ素子は、前記偏光方向の数に応じた個数のセットごとに隣接して配置され、
　前記偏光パラメータ抽出部は、１セットの前記センサ素子における前記偏光方向の違い
に応じた前記センサ素子の出力の差に基づいて、前記偏光パラメータを抽出する
　上記（２）に記載の信号処理装置。
（４）
　前記偏光パラメータ抽出部により抽出された前記偏光パラメータをマッピングした画像
から特徴点を検出する偏光パラメータ特徴点検出部
　をさらに備え、
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　前記画像処理部は、前記偏光パラメータ特徴点検出部により検出された特徴点にも基づ
いて、前記検出領域ごとの画像をステッチする
　上記（２）に記載の信号処理装置。
（５）
　前記検出領域ごとに前記画像を分割する分割部
　をさらに備える上記（１）から（４）までのいずれかに記載の信号処理装置。
（６）
　前記偏光パラメータ抽出部により前記偏光パラメータが抽出された後に、前記分割部に
よる前記検出領域ごとの分割が行われる
　上記（５）に記載の信号処理装置。
（７）
　前記分割部により前記画像が前記検出領域ごとに分割された後に、前記偏光パラメータ
抽出部による前記偏光パラメータの抽出が行われる
　上記（５）に記載の信号処理装置。
（８）
　前記画像に対する解析を行う解析部と、
　前記偏光パラメータ抽出部により前記偏光パラメータが抽出された後に、前記分割部に
よる前記検出領域ごとの分割が行われる第１の処理、および、前記分割部により前記画像
が前記検出領域ごとに分割された後に、前記偏光パラメータ抽出部による前記偏光パラメ
ータの抽出が行われる第２の処理のいずれか一方を、前記解析部による解析結果に従って
選択する処理選択部
　をさらに備える上記（５）に記載の信号処理装置。
（９）
　前記解析部は、取得可能な１枚分の画像を構成する画素値のヒストグラムを求めて、前
記検出領域ごとに、特定の基準値よりも小さな前記画素値の個数を解析結果として求め、
　前記処理選択部は、
　　全ての前記検出領域において、特定の基準値よりも小さな前記画素値の個数が閾値以
上である場合、前記第１の処理を選択し、
　　いずれかの前記検出領域において、特定の基準値よりも小さな前記画素値の個数が閾
値未満である場合、前記第２の処理を選択する
　上記（６）に記載の信号処理装置。
（１０）
　前記第１の処理では、前記偏光パラメータ抽出部により抽出された前記偏光パラメータ
に基づいて前記鏡面反射成分除去部により鏡面反射成分が除去された前記画像が、前記分
割部により分割される
　上記（８）または（９）に記載の信号処理装置。
（１１）
　前記第２の処理では、前記分割部により分割された前記画像から前記偏光パラメータ抽
出部により抽出された前記偏光パラメータに基づいて、前記分割部により分割された前記
画像ごとに前記鏡面反射成分除去部により鏡面反射成分が除去される
　上記（８）または（９）に記載の信号処理装置。
（１２）
　同一の波長域の光を検出するとともに、隣接するセンサ素子が互いに異なる偏光方向の
光を検出する複数のセンサ素子からなる検出領域を、前記波長域ごとに複数備えた検出部
の出力に基づき、前記検出領域ごとに構成される画像から特徴点を検出し、
　検出された前記特徴点に基づいて、前記検出領域ごとの画像をステッチし、前記検出部
により取得可能な１枚分の画像よりも大きな画像を構築する
　ステップを含む信号処理方法。
（１３）
　同一の波長域の光を検出するとともに、隣接するセンサ素子が互いに異なる偏光方向の
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光を検出する複数のセンサ素子からなる検出領域を、前記波長域ごとに複数備えた検出部
の出力に基づき、前記検出領域ごとに構成される画像から特徴点を検出し、
　検出された前記特徴点に基づいて、前記検出領域ごとの画像をステッチし、前記検出部
により取得可能な１枚分の画像よりも大きな画像を構築する
　ステップを含む信号処理をコンピュータに実行させるプログラム。
（１４）
　行列状に配置された、同一の波長域の光を検出する複数のセンサ素子からなる検出領域
を、前記波長域ごとに複数備え、
　複数の前記センサ素子は、互いに異なる偏光方向の光を検出するセンサ素子が隣接する
とともに、偏光方向の数からなるセットごとに配置される
　検査装置。
（１５）
　前記検出領域は、第１の方向に沿って細長い矩形形状に形成され、
　前記第１の方向に対して直交する第２の方向に沿って見たときに、前記検出装置により
検出される全ての波長域の前記検出領域が、少なくとも１カ所以上に配置される
　上記（１４）に記載の検査装置。
（１６）
　前記第２の方向は、検査の対象となる検査対象物に対して相対的な移動が行われる移動
方向である
　上記（１４）または（１５）に記載の検査装置。
（１７）
　行方向および列方向に沿って見たときに、前記検出装置により検出される全ての前記検
出領域が、少なくとも１カ所以上に配置される
　上記（１４）から（１６）までのいずれかに記載の検査装置。
（１８）
　行方向に４個かつ列方向に４個で配置される少なくとも１６個の前記センサ素子からな
る前記検出領域が、それぞれの波長域の最小検出領域とされる
　上記（１４）から（１７）までのいずれかに記載の検査装置。
（１９）
　前記センサ素子によって、少なくとも３方向以上の偏光方向の光が検出される
　上記（１４）から（１８）までのいずれかに記載の検査装置。
（２０）
　赤色の波長領域の光を検出する前記検出領域、緑色の波長領域の光を検出する前記検出
領域、青色の波長領域の光を検出する前記検出領域、および近赤外の波長領域の光を検出
する前記検出領域
　を備える上記（１４）から（１９）までのいずれかに記載の検査装置。
（２１）
　無偏光かつ全波長域の光を検出する検出領域
　をさらに備える上記（１４）から（２０）までのいずれかに記載の検査装置。
（２２）
　無偏光、かつ、赤色の波長領域の光を検出するセンサ素子、緑色の波長領域の光を検出
するセンサ素子、および青色の波長領域の光を検出するセンサ素子がベイヤ配列で配置さ
れた検出領域
　をさらに備える上記（１４）から（２１）までのいずれかに記載の検査装置。
（２３）
　４方向の偏光方向の光を検出する４個の前記センサ素子を１セットとして、行×列が４
×４となるように前記センサ素子が配置される
　上記（１４）から（２２）までのいずれかに記載の検査装置。
（２４）
　前記センサ素子により検出された検出値に基づいて、１回に検出可能な大きさよりも広
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　上記（１４）から（２３）までのいずれかに記載の検査装置。
（２５）
　隣接するセンサ素子が互いに異なる偏光方向の光を検出する複数のセンサ素子からなり
、同一の波長域の光を検出する検出領域を前記波長域ごとに複数備えた検出部の出力に基
づき、前記検出領域ごとに構成される画像から特徴点を検出し、
　検出された前記特徴点に基づいて、前記検出領域ごとの画像をステッチし、前記検出部
により取得可能な１枚分の画像よりも大きな画像を構築する
　ステップを含む信号処理方法。
（２６）
　隣接するセンサ素子が互いに異なる偏光方向の光を検出する複数のセンサ素子からなり
、同一の波長域の光を検出する検出領域を前記波長域ごとに複数備えた検出部の出力に基
づき、前記検出領域ごとに構成される画像から特徴点を検出し、
　検出された前記特徴点に基づいて、前記検出領域ごとの画像をステッチし、前記検出部
により取得可能な１枚分の画像よりも大きな画像を構築する
　ステップを含む信号処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【０１１３】
　なお、本実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本開示の要旨
を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１１４】
　１１　植生検査装置，　１２　検出装置，　１３　信号処理装置，　２１　画像データ
解析部，　２２　画像処理選択部，　２３ａ　第１の画像処理部，　２３ｂ　第２の画像
処理部，　２４　ステッチ処理部，　３１ａおよび３１ｂ　偏光パラメータ抽出部，　３
２ａおよび３２ｂ　鏡面反射成分除去部，　３３ａおよび３３ｂ　画像分割部，　３４ａ
および３４ｂ　第１の特徴点検出部，　３５ａおよび３５ｂ　第２の特徴点検出部，　５
１　無人航空機
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